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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
百
七
条
、
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号

）
第
三
十
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
十
二
条
第
一
号

及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
六
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

３

令
第
三
十
六
条
た
だ
し
書
の
加
算
し
た
額
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
同
条
た
だ
し
書
に
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規
定
す
る
出
産
で
あ
る
と
保
険
者
が
認
め
る
際
に
必
要
と
な
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
令
第
三
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
八
十
六
条
の
二

令
第
三
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
出
生
し
た
者
が
、
出
生
し
た
時
点
に
お

い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

体
重
が
二
千
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
在
胎
週
数
が
三
十
三
週
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
在
胎
週
数
が
二
十
八
週
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
該

当
す
る
こ
と
。

（
令
第
三
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
）

第
八
十
六
条
の
三

令
第
三
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

天
災
、
事
変
そ
の
他
の
非
常
事
態

二

出
産
し
た
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失

（
令
第
三
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
）
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第
八
十
六
条
の
四

令
第
三
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
三
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
八
十
六
条
の
五

令
第
三
十
六
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
の
者

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
病
院
等
が
三
千
万
円
以
上
の
補
償
金
を
出

生
し
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
、
出
生
し
た
者
を
現
に
監
護
す
る
も
の

を
い
う
。
）
（
次
条
に
お
い
て
「
出
生
し
た
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
適
切
な
期
間
に
わ
た
り
支
払
う
た
め
の
保
険

金
（
特
定
出
産
事
故
（
同
号
に
規
定
す
る
特
定
出
産
事
故
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
病
院
等
の
過
失
に
よ
っ

て
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
病
院
等
が
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
と
き
は
、
補
償
金
か
ら
当
該
損
害
賠
償
の
額
を

除
い
た
額
と
す
る
。
）
が
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
令
第
三
十
六
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
講
ず
る
措
置
）

第
八
十
六
条
の
六

令
第
三
十
六
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
講
ず
る
措
置
は
、
病
院
等
と
出
生

し
た
者
等
と
の
間
に
お
け
る
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
紛
争
の
防
止
又
は
解
決
を
図
る
と
と
も
に
、
特
定
出
産
事
故
に
関
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す
る
情
報
の
分
析
結
果
を
体
系
的
に
編
成
し
、
そ
の
成
果
を
広
く
社
会
に
提
供
す
る
た
め
、
特
定
出
産
事
故
に
関
す
る
情

報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
適
切
な
機
関
に

委
託
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
九
十
七
条
第
二
項
中
「
第
六
十
六
条
第
三
項
並
び
に
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
二
項
か

ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
ノ
五
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

令
第
十
二
条
但
書
ノ
加
算
セ
ラ
ル
ル
額
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
第
一
項
ノ
申
請
書
ニ
同
条
但
書
ニ
規
定
ス
ル
出
産

ト
社
会
保
険
庁
長
官
ガ
認
ム
ル
際
ニ
必
要
ト
ナ
ル
書
類
ヲ
添
付
ス
ベ
シ

第
四
十
七
条
ノ
五
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
ノ
五
ノ
二

令
第
十
二
条
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
基
準
ハ
出
生
シ
タ
ル
者
出
生
シ

タ
ル
時
点
ニ
於
テ
次
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
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一

体
重
二
千
グ
ラ
ム
以
上
ニ
シ
テ
且
在
胎
週
数
三
十
三
週
以
上
タ
ル
コ
ト

二

前
項
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
在
胎
週
数
二
十
八
週
以
上
ニ
シ
テ
且
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
の
二
第
二
号
ニ

規
定
ス
ル
厚
生
労
働
大
臣
ガ
定
ム
ル
モ
ノ
ニ
該
当
ス
ル
コ
ト

第
四
十
七
条
ノ
五
ノ
三

令
第
十
二
条
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
事
由
ハ
次
ノ
各
号
ニ
掲
グ
ル
モ

ノ
ト
ス

一

天
災
、
事
変
其
ノ
他
ノ
非
常
事
態

二

出
産
シ
タ
ル
者
ノ
故
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失

第
四
十
七
条
ノ
五
ノ
四

令
第
十
二
条
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
程
度
ノ
障
害
ノ
状
態
ハ
身
体
障

害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
ノ
一
級
又
ハ
二
級
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
七
条
ノ
五
ノ
五

令
第
十
二
条
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
要
件
ハ
病
院
、
診
療
所
、
助
産

所
其
ノ
他
ノ
者
（
以
下
此
ノ
条
及
次
条
ニ
於
テ
病
院
等
ト
称
ス
）
ニ
対
シ
当
該
病
院
等
ガ
三
千
万
円
以
上
ノ
補
償
金
ヲ
出

生
シ
タ
ル
者
又
ハ
其
ノ
保
護
者
（
親
権
ヲ
行
フ
者
、
未
成
年
後
見
人
其
ノ
他
ノ
者
ニ
シ
テ
出
生
シ
タ
ル
者
ヲ
現
ニ
監
護
ス

ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
）
（
次
条
ニ
於
テ
出
生
シ
タ
ル
者
等
ト
称
ス
）
ニ
対
シ
適
切
ナ
ル
期
間
ニ
ワ
タ
リ
支
払
フ
為
ノ
保
険
金
（
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特
定
出
産
事
故
（
同
号
ニ
規
定
ス
ル
特
定
出
産
事
故
ヲ
謂
フ
次
条
ニ
於
テ
同
ジ
）
ガ
病
院
等
ノ
過
失
ニ
因
リ
発
生
シ
タ
ル

場
合
ニ
シ
テ
当
該
病
院
等
ガ
損
害
賠
償
ノ
責
任
ヲ
負
フ
時
ハ
補
償
金
ヨ
リ
当
該
損
害
賠
償
ノ
額
ヲ
除
キ
タ
ル
額
ト
ス
）
ガ

支
払
ハ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ト
ス

第
四
十
七
条
ノ
五
ノ
六

令
第
十
二
条
第
二
号
ノ
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
講
ズ
ル
措
置
ハ
病
院
等
ト
出
生

シ
タ
ル
者
等
ト
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
特
定
出
産
事
故
ニ
関
ス
ル
紛
争
ノ
防
止
又
ハ
解
決
ヲ
図
ル
ト
ト
モ
ニ
特
定
出
産
事
故
ニ
関

ス
ル
情
報
ノ
分
析
結
果
ヲ
体
系
的
ニ
編
成
シ
其
ノ
成
果
ヲ
広
ク
社
会
ニ
提
供
ス
ル
為
特
定
出
産
事
故
ニ
関
ス
ル
情
報
ノ
収

集
、
整
理
、
分
析
及
提
供
ニ
就
キ
適
正
且
確
実
ニ
実
施
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
適
切
ナ
ル
機
関
ニ
委
託
ス
ル
コ
ト
ト
ス

第
四
十
八
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

令
第
十
二
条
但
書
ノ
加
算
セ
ラ
ル
ル
額
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
第
一
項
ノ
申
請
書
ニ
同
条
但
書
ニ
規
定
ス
ル
出
産

ト
社
会
保
険
庁
長
官
ガ
認
ム
ル
際
ニ
必
要
ト
ナ
ル
書
類
ヲ
添
付
ス
ベ
シ

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


